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愛知県中小企業人材確保奨学金返還支援事業補助金の電子申請について

補助金交付申請について、2025年度から、

奨学金返還支援ネット上での電子申請受付を開始いたします。
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従来

ネット上での申請

今後

郵送又は持参での申請

＜電子申請のメリット＞
・郵送に係る費用、手間の軽減。
・作成完了後、速やかに提出が可能。
・過去、提出した書類の確認がシステム上
でできる。



補助金交付申請の流れ【2025年度からの変更点】

②支援計画書提出

①のみ電子申請
（②以降は郵送又は持参）
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従来 今後

①企業登録申請

③補助金交付申請

④実績報告書提出

⑤請求書提出

・（県から）企業登録完了通知
・企業登録完了後、従業員を採用

・（県から）支援計画書承認

・（県から）補助金交付決定通知
・支援対象者への支援完了

・（県から）額の確定通知

・（県から）補助金交付

②支援計画書提出（P18～）

①企業登録申請

③補助金交付申請（P4～）

④実績報告書提出（P10～）

⑤請求書提出（P16～）

・（県から）企業登録完了通知
・企業登録完了後、従業員を採用

・（県から）支援計画書承認

・（県から）補助金交付決定通知
・支援対象者への支援完了

・（県から）額の確定通知

・（県から）補助金交付

①～⑤すべてについて電子申請
（②は2026年度以降）



①補助金交付申請

１ あいち奨学金返還支援ネットのマイページにログインし、 「交付申請の手続き」をクリックします。
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①補助金交付申請
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２ ステータスが表示されますので、「２．交付申請書」をクリックします。

＜注意！！＞
・スライドのイメージ上は「承認済」となっ
ておりますが、申請前の段階ではス
テータスは「申請前」となっております。
・今年度は支援計画書を郵送又は持参
での提出としておりましたので、
「１．支援計画書」は空欄のままで先
に進むことができます。
→来年度以降、支援計画書の提出は
電子申請となります。

ここをクリックすると
各様式が掲載されているページにアクセスすること
ができますので、あらかじめ作成をお願いします。



①補助金交付申請
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３ 交付申請に必要な様式等を準備の上、「ファイルの選択」をクリックし、データを添付してください。
（「必須」と表示されている項目はデータの添付がないと先に進むことができません。）

＜注意！！＞
・スライドのイメージ上は「承認済」となっ
ておりますが、申請前の段階ではス
テータスは「申請前」となっております。

＜複数のファイルを添付する場合＞
「ファイルを追加」をクリックすると添付できる
ファイル数が増えます。



①補助金交付申請

４ 申請に必要なファイルを添付の後、 「申請内容を確認する」をクリックします。
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添付様式に不足がなければこの後、確認画面
が表示されますので、申請を行ってください。



①補助金交付申請（受付完了）

５ 申請の受付が完了した後、登録のメールアドレスに

交付申請の受付が完了した旨のメールが届きます。
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メール文（イメージ）



①補助金交付申請（審査完了、交付決定）

６ 申請内容の審査完了後、登録のメールアドレスに

補助金の交付が決定した旨のメールが届きます。
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メール文（イメージ） ＜注意！！＞
・申請内容に不備がある場合はその旨の
メールを送付しますので、システム上で修正
の上、再度申請を行ってください。

交付決定後、別途、
交付決定通知を郵送しますので確認を
お願いします。



②実績報告書提出

10

１ 交付申請の手続き画面から、「３．実績報告書」をクリックします。

＜注意！！＞
・スライドのイメージ上は「承認済」となっ
ておりますが、申請前の段階ではス
テータスは「申請前」となっております。

ここをクリックすると
各様式が掲載されているページにアクセスすること
ができますので、事前に作成をお願いします。



②実績報告書提出
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２ 実績報告に必要な様式等を準備の上、「ファイルの選択」をクリックし、データを添付してください。
（「必須」と表示されている項目はデータの添付がないと先に進むことができません。）

＜注意！！＞
・スライドのイメージ上は「承認済」となっ
ておりますが、申請前の段階ではス
テータスは「申請前」となっております。

＜複数のファイルを添付する場合＞
「ファイルを追加」をクリックすると添付できる
ファイル数が増えます。



②実績報告書提出
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【提出時ポイント】確認書類（賃金台帳の写し等）について、どの支援対象者のものか判別しやすくなるよう
対象者氏名の欄に支援対象者の氏名の入力を行ってください。



②実績報告書提出
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３ 申請に必要なファイルを添付の後、 「申請内容を確認する」をクリックします。

添付様式に不足がなければこの後、確認画面
が表示されますので、申請を行ってください。



②実績報告書提出（受付完了）

４ 申請の受付が完了した後、登録のメールアドレスに

実績報告書の受付が完了した旨のメールが届きます。
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メール文（イメージ）



②実績報告書提出（審査完了、額の確定）

５ 申請書類の審査完了後、登録のメールアドレスに

額の確定が完了した旨のメールが届きます。
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額の確定後、別途、
額の確定通知を郵送しますので確認を
お願いします。

＜注意！！＞
・申請内容に不備がある場合はその旨の
メールを送付しますので、システム上で修正
の上、再度申請を行ってください。

メール文（イメージ）



③請求書提出
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１ 交付申請の手続画面から、「４．請求書」をクリックします。

ここをクリックすると
各様式が掲載されているページにアクセスすること
ができますので、事前に作成をお願いします。



③請求書提出
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２ 請求書提出に必要な様式等を準備の上、「ファイルの選択」をクリックし、データを添付してください。
（「必須」と表示されている項目はデータの添付がないと先に進むことができません。）

＜請求書提出完了後の流れ＞
①受付完了メールが送付されます。
②審査完了後、承認メールが送付されます。
③指定口座に補助金が振り込まれます。

添付様式に不足がなければこの後、確認画
面が表示されますので、申請を行ってください。



【参考】支援計画書提出（2026年度以降）
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１ 交付申請の手続き画面から、「１．支援計画書」をクリックします。
（※2025年度は郵送での受付としておりますが、2026年度以降は電子申請となります。）

＜注意！！＞
・スライドのイメージ上は「承認済」となっ
ておりますが、申請前の段階ではス
テータスは「申請前」となっております。

ここをクリックすると
各様式が掲載されているページにアクセスすること
ができますので、あらかじめ作成をお願いします。



【参考】支援計画書提出（2026年度以降）
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２ 支援計画書提出に必要な様式等を準備の上、「ファイルの選択」をクリックし、データを添付してください。
（「必須」と表示されている項目はデータの添付がないと先に進むことができません。）

＜複数のファイルを添付する場合＞
「ファイルを追加」をクリックすると添付できる
ファイル数が増えます。

＜注意！！＞
・スライドのイメージ上は「承認済」となっ
ておりますが、申請前の段階ではス
テータスは「申請前」となっております。

従業員の雇用日
支援計画書
提出期限

当該年度の
6/30以前 7/31

当該年度の
7/1以降

従業員の雇用後
30日以内

＜参考＞従業員の雇用日と支援計画書の提出期限



【参考】支援計画書提出（2026年度以降）
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【提出時ポイント】確認書類（労働契約書の写し等）について、どの支援対象者のものか判別しやすくなるよう
対象者氏名の欄に支援対象者の氏名の入力を行ってください。



【参考】支援計画書提出（2026年度以降）
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３ 申請に必要なファイルを添付の後、 「申請内容を確認する」をクリックします。

添付様式に不足がなければこの後、確認画面
が表示されますので、申請を行ってください。

＜支援計画書提出完了後の流れ＞
①支援計画書の受付完了メールが送付されます。
②審査完了後、承認メールが送付されます。
→支援計画書承認後、知事の定める日までに
補助金交付申請を行ってください。



その他機能
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・プルダウンを選択することで、過年度に提出を行った様式を確認することができます。
（ただし、様式の修正や差替を行うことはできず、確認のみとなります。）
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